中津川市地域クラブ活動支援事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、中津川市内において、スポーツ・文化芸術活動を通じて生徒の健全育成を図る団体（以下「地域クラブ」という。）の活動を推進するため、予算の範囲内で中津川市地域クラブ活動支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、中津川市補助金交付規則（昭和３６年中津川市規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（補助対象事業）
第２条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、スポーツ・文化芸術活動であって、市内中学校に在籍する生徒に活動の場所を提供する等、生徒の健全育成に資する活動とする。
（交付対象団体）
第３条　補助金の交付を受けることができる団体は、地域クラブとする。
（補助対象経費）
第４条　補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する次の各号に掲げる経費とする。
（１） 基本活動費
（２） 指導者資格取得に係る講習会の受講料、資料代、資格試験受験料、登録料及び更新料
（３） 指導者報酬費（クラブ内指導者は、一人当たりの時間単価を、１，６００円とする。）
（４） 市長が特に認める経費
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、別表（別紙参照）に掲げるとおりとする。
（交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする地域クラブ（以下「申請団体」という。）は、中津川市地域クラブ活動支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
（１）　クラブ登録メンバー
（２）　クラブ規約
（３）　事業計画書
（４）　収支予算書
（５）　その他市長が必要と認める書類
２　補助金の交付申請期限は、交付申請年度の５月末日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その後日において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日とする。
３　補助金の申請は、１年度につき１回までとする。
（交付決定）
第７条　市長は、前条の規定による申請があったときは当該申請に係る書類等の審査により、補助
金の交付又は不交付を決定し、中津川市地域クラブ活動支援事業補助金交付（不交付）決定通知
書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
　（概算払）
第８条　前条の規定により交付の決定を受けた申請団体（以下「交付決定団体」という。）は、補
助金の全部又は一部を概算払により交付を受けようとするときは、中津川市地域クラブ活動支援
事業補助金概算払請求書（様式第３号）を市長に提出するものとする。
（計画変更の承認等）
第９条　交付決定団体は、地域クラブを解散した若しくは活動を休止した場合は、中津川市地域クラブ活動支援事業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の規定により変更届の提出があったときは、内容を審査し、中津川市地域クラブ
活動支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により当該団体に通知するものとする。
（実績報告）
第１０条　交付決定団体は、補助対象事業の完了（補助対象事業の廃止又は休止の承認を受けた場合を含む。）の日から起算して３０日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度４月１０日のいずれか早い日までに、中津川市地域クラブ活動支援事業補助金実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
　（１）　事業報告書
　（２）　収支決算書
　（３）　補助対象事業の活動内容が分かる印刷物、写真等
　（額の確定）
第１１条　市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中津川市地域クラブ活動支援事業補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、当該交付決定団体に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１２条　前条の規定による通知を受けた交付決定団体は、中津川市地域クラブ活動支援事業補助金交付請求書（様式第８号）を、市長に提出するものとする。
（補助金の清算）
第１３条　市長は、第１０条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を精査し、精算を行うものとする。
　（交付決定の取消し及び補助金の返還）
第１４条　市長は、交付決定団体が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき、又は補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく市長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定又は一部を取消すことができる。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付を取消し、又はその額を減額したときで、交付決定者
に対し補助金の全部又は一部をすでに交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるも
のとする。
（その他）
第１５条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
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